
東 京 警 察 病 院 看 護 専 門 学 校 学 則 

第１章 総 則 

（名称） 

第１条 本校の名称は、東京警察病院看護専門学校という。 
 

（所在地） 

第２条 本校は、一般財団法人自警会がこれを設置し、東京都中野区江古田三丁目１４番１８号に置

く。 
 

（目的） 

第３条 本校は、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）及び保健師助産師看護師法（昭和 23 年法律第

203 号）に基づき、看護師として必要な知識・技能を教授し、東京警察病院及び社会に貢献し得る医

療職者を育成することを目的とする。 
 

（課程及び学科） 

第４条 本校の課程及び学科は、看護特定専門課程看護学科（３年課程）とする。 
 

（修業及び在学期間） 

第５条 学生の定員、修業年限及び在学期間は、次のとおりとする。 

学生定員 
修業年限 在学期間 

入学定員 総定員 

４０人 １２０人 ３年 ５年 

 

第２章 学年、学期及び休校日 

（学年） 

第６条 学年は、４月１日から始まり翌年３月３１日に終わる。 
 

（学期） 

第７条 学年を次の２期に分ける。 

（１）前期は、４月１日から９月３０日まで 

（２）後期は、１０月１日から翌年３月３１日まで 
 

（休校日） 

第８条 休校日は、次のとおりとする。 

（１）国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に定める休日 

（２）日曜日及び土曜日 

（３）季節休暇として１年を通じ、９週間の範囲において学校の長（以下「学校長」という。）が定め 

る日 

２ 前項の規定にかかわらず、学校長が必要と認めたときは、休校日を変更し、又は臨時休校日を設け

ることができる。 



第３章 教育課程等 

（教育課程、単位及び時間数） 

第９条 科目及び単位数（授業時間数）は、別表のとおりとする。ただし、学校長が必要と認めたときは、

科目及び授業時間を変更することができる。 

２ 別表に定める各科目の単位数は、当該授業による教育内容に必要な学修効果を考慮して、次の基準

によるものとする。 

（１）講義及び演習については、１５時間から３０時間の範囲の授業をもって１単位とする。 

 （２）臨地実習については、４５時間をもって１単位とする。 
 

（授業） 

第１０条 始業時間は午前９時００分、終業時間は午後４時１０分とする。ただし、臨地実習その他の理

由により学校長が必要と認めたときは、これを変更することができる。 

 ２ 授業時間は、４５分を１時間とし、２時間で１限の授業時間とする。 
 

第４章 入学及び卒業 

（入学資格） 

第１１条 本校の入学資格は、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第９０条の規定により、大学に入

学することができる者とする。 
 

（入学時期） 

第１２条 入学時期は、４月とする。 
 

（入学志願者の提出書類） 

第１３条 入学志願者は、入学検定料を納付のうえ、次の書類を学校長に提出しなければならない。 

（１） 入学願書 

（２） 高等学校若しくは中等教育学校の卒業証明書又は卒業見込証明書 

（３） 高等学校若しくは中等教育学校の調査書（学校所定の様式） 

（４） その他、学校長の指定する書類 
 

（入学試験） 

第１４条 入学志願者については、学科試験、面接試験等により選考のうえ、学校長が入学を許可する。 
 

（入学手続き） 

第１５条 入学を許可された者は、指定期日までに入学金と授業料、実習研修費、施設維持費、諸経費

（以下「授業料等」という。）を納入し、保証人と連署のうえ学校長に誓約書を提出しなければならな

い。 
 

（保証人） 

第１６条 前条の保証人は、父母又は配偶者、ただし、父母及び配偶者に特別の事情があるときは、成年

に達した親族その他の者のうち、独立して生計を営む者とする。 

２ 保証人は、在学中の学生に係る一切の責任を負うものとする。 



３ 保証人に変更が生じた場合には、新たな保証人を定め、１４日以内に学校長に届け出なければなら

ない。 
 

（修了認定） 

第１７条 学校長は、別表に定める科目を履修し、その試験に合格した者に対して、当該科目の修了を認

定し、所定の単位を与える。 

２ 講義及び演習の授業時間数の３分の１以上を欠席した場合は、当該科目について前項に規定する

試験を受けることができない。ただし、学校長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合は、

この限りでない。 

３ 臨地実習は、出席時間、実習内容等を総合的に評価して認定する。実習時間の３分の１以上を欠席

した者は、当該科目の修了を認定しないものとする。ただし、学校長がやむを得ないと認める理由に

より欠席した場合は、この限りでない。 
 

（既修得単位の認定） 

第１８条 学校長は、入学する学生が本校入学前に、大学や他の学校養成所において修得した単位につい

て、教育上有益と認めるときは、これを本校において既修得単位として認めることができる。 
 

（卒業） 

第１９条 学校長は、次の各号に該当する者に対して卒業の認定を行い、卒業証書を授与する。 

（１） 出席すべき日数の３分の２以上を出席した者 

（２） 別表に定める全科目の単位を修得した者 
 

（専門士の称号） 

第２０条 本校の看護学科の修了者は、学校教育法第百三十一条の二及び学校教育法施行規則第百八十

六条に基づき、専門士と称することができる。 
 

（資格の取得） 

第２１条 卒業の認定を受けた者に対して、看護師国家試験の受験資格が与えられる。 
 

第５章 休学、復学、退学、除籍 

（休学） 

第２２条 学生は、病気その他やむを得ない理由により、引き続き１か月以上欠席しようとするときは、

医師の診断書又はその理由を証明する書類を添えて保証人と連署のうえ、学校長に休学願を提出し、許

可を得て休学することができる。 

２ 休学期間は、通算して２年を超えることはできない。休学期間が引き続き１年を超える場合は、新

たに手続きをしなければならない。 

３ 休学期間は、在学期間に算入する。 
 

（復学） 

第２３条 休学期間が満了になった学生は、学校長の許可を得て復学するものとする。 

２ 休学となった学生が休学期間中に休学理由が消滅した場合には、直ちに学校長に申し出なければ

ならない。 



３ 病気で休学していた学生が復学する場合は、出席が可能である旨の診断書を添えて保証人と連署

のうえ、学校長に復学願を提出し、許可を得て復学することができる。 
 

（退学） 

第２４条 学生が、退学を希望するときは、その理由を記して保証人連署のうえ、学校長に願い出て、許

可を得なければならない。 

２ 学校長は、次の各号の一に該当する者に対して退学を命ずることができる。 

（１）正当の理由がなく欠席が長期にわたる者 

（２）法令等に違反する行為をした者 

（３）学校の秩序を乱す等、本校の学生としてふさわしくないと認められる者 
 

（除籍） 

第２５条 学校長は、次の各号の一に該当する者に対して除籍する。 

（１）第５条に規定する在学期間を超えた者 

（２）第２２条第２項に休学期間を超えてなお復学できない者 

（３）授業料を納期までに納入せず、かつ、督促しても納入しない者 

（４）死亡または行方不明の届があった者 
 

第６章 賞 罰 

（表彰） 

第２６条 学校長は、次の各号の一に該当する者に対して表彰することができる。 

（１）学業、人物ともに優秀で他の模範となった者 

（２）学校生活において他の模範となった者 

（３）特に善行のあった者 

２ 表彰に関することは、学校長が別に定める。 

 

（懲戒） 

第２７条 学校長は、次の号の一に該当する学生に対し、懲戒処分を行うことができる。 

（１）学校の秩序を乱す等、本校の学生としてふさわしくないと認められる者 

（２）法令等に違反する行為をした者 

２ 懲戒処分は、訓戒、停学及び退学とする。 

 

第７章 納 入 金 

（納入金） 

第２８条 本校の入学検定料、入学金及び授業料等は、次のとおりとする。 

 （１）入学検定料   ２０，０００円 

 （２）入学金    ２００，０００円 

 （３）授業料    ４８０，０００円（年額） 

 （４）実習研修費   ８０，０００円（年額） 



 （５）施設維持費   ５０，０００円（年額） 

 （６）諸経費     ３３，４００円（年額） 

 ２ 入学を許可された者は、入学の手続きと同時に入学金、授業料等を納めなければならない。ただ

し、指定の期日までに入学辞退を文書にて申し出た者に限り、入学金を除いた納入金を返還する。 

 ３ その他必要な費用については、学校長が別に定める。 
 

（納入方法等） 

第２９条 入学検定料、入学金は、所定の方法により、指定期日までに納入しなければならない。 

２ 授業料等は、それぞれの年額の２分の１に該当する額を前期分及び後期分として、指定期日までに

納入しなければならない。ただし、施設維持費については、前期分で一括して納入しなければならな

い。 

３ 既納の入学検定料、入学金、授業料等は、返還しない。ただし、災害、疾病等学校長がやむを得な

い事由があると認めるときは、この限りではない。 

４ 休学期間中の授業料等は、免除する。ただし、施設維持費については、除くものとする。 

５ 前期又は後期の途中において休学し、又は復学する場合は、休学又は復学の日の属する期分の授業

料、実習研修費、諸経費を納入しなければならない。 

６ 第２４条の規定に基づき、前期又は後期の中途で退学を許可され、又は退学を命ぜられた場合にお

ける当該学期の授業料等は徴収する。 

７ 停学期間中の授業料等は、徴収する。 
 

（弁償） 

第３０条 学生は、故意又は過失により学校の施設、設備、備品を滅失又は毀損したときは、その損害を

弁償しなければならない。 
 

（証明書手数料） 

第３１条 在学証明書、卒業証明書等の学校発行の証明書を必要とする場合は、別に定める証明書作成願

に当該証明書に係る所定の代金を添えて申請するものとする。 
 

（奨学金） 

第３２条 奨学金に関することは、学校長が別に定める。 
 

第８章 健 康 管 理 

（健康管理） 

第３３条 健康診断は、年１回定期に行う。ただし、学校長が必要と認めたときは、臨時に行うことがで

きる。 

２ 学生の健康管理に関することは、学校長が別に定める。 

 

第９章 組織及び会議 

（教職員） 

第３４条 本校の教職員は、次により組織する。 



 （１）学校長                  １人 

 （２）副校長（事務長たる者及び看護職員たる者） ２人 

 （３）庶務課長                 １人 

 （４）庶務課長補佐               １人 

 （５）庶務係長                 １人 

 （６）庶務係員                 １人以上  

 （７）教務課長（教務主任）           １人 

 （８）教務係長                 １人以上 

 （９）実習調整者                １人  

 （10）専任教員                 ８人以上 

 （11）教務事務                 １人以上 

 （12）健康管理医                １人以上 

 （13）講師等                 ３０人以上 
 

（会議） 

第３５条 本校の円滑化な運営を図るため、学校長の諮問機関として次の会議を設ける。会議の組織、招

集、諮問事項については、学校長が別に定める。 

（１）学校関係者評価委員会 

（２）合同会議 

（３）教務会議 

（４）講師会議 

（５）実習指導者会議 

（６）卒業認定会議 

（７）単位認定会議 

（８）入学試験委員会 
 

第１０章 そ の 他 

（被服） 

第３６条 実習中の被服（ユニフォーム）については、学校長が別に定める。 
 

（住所等の変更） 

第３７条 本籍・氏名の変更については、３０日以内に、住所の変更については、１４日以内に、学校長

が別に定める様式により、学校長に届け出なければならない。 
 

（細部事項） 

第３８条 この学則に定めるもののほか、本校の運営に関する必要な事項は、学校長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この学則は、昭和 35 年 9 月 1 日から施行する。 

附 則 



（施行期日） 

 この学則は、昭和 44 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この学則は、昭和 46 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この学則は、昭和 48 年 9 月 1 日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 １ この学則は、昭和 54 年 4 月 1 日から施行する。 

 ２ この学則は、執行に関し必要な事項は、学校長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

 １ この学則は、昭和 57 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過規定） 

 ２ 昭和 56 年以前に入学した学生に対する学則の適用については、なお、従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

 この学則は、昭和 62 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 １ この学則は、平成 2 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過規定） 

 ２ 第 8 条の規定については、平成 2 年度入学生よりこれを適用する。 

附 則 

（施行期日） 

 この学則（学生定員、入学金）は、平成 4 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

 この学則は、平成 9 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

 この学則は、平成 12 年 4 月 1 日から適用する。 

入学検定料 １５，０００円 

入学金 １５０，０００円 

授業料 ２４０，０００円 

実習研修費 ６０，０００円 

附 則 



（施行期日） 

 この学則は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この学則は、平成 12 年 7 月 1 日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この学則は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この学則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この学則は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この学則は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

（施行期日） 

 この学則は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

（施行期日） 

 この学則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

（施行期日） 

 １ この学則は、令和４年 4 月 1 日から施行する。 

（経過規定） 

 ２ 別表教育課程については、令和４年度入学生よりこれを適用する。 

 ３ 第２４条の規定については、令和５年度入学生よりこれを適用する。 

（施行期日） 

 この学則は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 １ この学則は、令和８年 4 月 1 日から施行する。 

 ２ 第２０条の規定は、令和８年４月１日以後の入学者から適用し、施行日前に入学した学生について

は、改正前の規定を適用する。 

 


